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はじめに

　推進工法は、昭和50年4月7日付け、
労働省基発第204号「下水道整備工事、
電気通信施設建設工事における労働災
害の防止について」の通達に「……坑
内労働に係る規定等を遵守させるとと
もに当面内径80cm以上のヒューム管、
さや管等を使用するように努めさせるほ
か、特に次の事項に留意の上……」と
記載されている。当時の推進工事は、
刃口式推進工法が主流で、坑内で作業
員が掘削作業を行っていましたが、こ
の通達により推進管内に人が入って作
業する場合の口径は80cm以上のヒュー
ム管、さや管等を使用することとなりま
した。
　このような背景により、大中口径管
推進工法は呼び径800〜3000とされ、
呼び径750以下の推進は、推進管内に
人が入らない作業を前提とした、小口
径管推進工法とに分類されることとなり
ました。掘進機（先導体）を遠隔操作
し施工を可能とするため、各種の技術
開発において改良・改善が行われ、現
在に至っております。
　このような、経緯をたどった推進工法
の基本的な内容の疑問について、Q&A

方式により説明します。

Q1 推進工法の適用は、どのよ
うな場合に有効ですか？

A1 管路を敷設する工法として
開削工法と非開削工法があ

りますが、非開削工法は開削工法に比
べて以下のような特徴があります。
①道路交通に対する影響が少ない。
②周辺環境への振動・騒音の影響が少
ない。
③既存の構造物や地下埋設物に対する
安全性が高い。
④建設発生土が少ない。
⑤大土被りの管路の敷設が可能である。
⑥周辺環境への影響が少ないことから
夜間作業が可能である。
　この様なことから、道路交通量が多く
建物や重要構造物が密集した都市部に
非開削工法が多く適用されますが、非
開削工法の代表的な工法である推進工
法とシールド工法には、それぞれ以下
に示すような特徴があり、このことから
推進工法はシールド工法に比べて径が
比較的に小さく延長の短い管路の敷設
に適用されています。
【推進工法】
・設備が簡易で管路敷設の施工が早

い。
・工事価格が比較的安価である。
・推進管には多種類の管径・材質の規
格品があり、容易に製品を購入する
ことができる。
・推進管は工場製品を使用するため、
敷設完了後すぐに使用することがで
きる。
・推進管に作用する地山の摩擦抵抗力
と推進管の耐荷力の関係から、推進
距離に限度がある。
・地山の摩擦抵抗力と推進管の耐荷力
の関係から急曲線では推進距離が短
くなる。
・推進作業が中断した場合、地山と推
進管の摩擦力が増加するため、縁切
り推進力に対する管の耐荷力が不足
し推進が困難になる場合がある。
・テールボイドの裏込め材の充填を推
進完了後に行い、推進中は滑材を注
入する。
・規格品の推進管を使用するため曲線
半径に制限がある。

【シールド工法】
・設備が大がかりで、施工速度は推進
工法に比べて遅い。
・短距離の場合、工事価格は推進工法
に比べて高くなる。
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・長距離施工、急曲線施工が可能であ
る。
・セグメント組立直後、テールボイドに
裏込め注入を行うので地表面の沈下
のリスクが低い。

Q2 推進工法の分類は、何を基
準に区分されているのです

か？

A2 推進工法の分類は、推進管
の管径、管種、掘削方式等

により分類されます。
　管径による分類では、呼び径700
以下の「小口径管推進工法」、呼び径
800以上3000以下の「大中口径管推
進工法」、呼び径3000を超える「超大
口径管推進工法」に分類されます。
　管種による分類では、小口径管推進
工法が、使用する推進管の種類により、
鉄筋コンクリート管、ダクタイル鋳鉄管、
強化プラスチック複合管などを推進する
「高耐荷力管推進工法」と硬質塩化ビ
ニル管などを推進する「低耐荷力管推
進工法」に分類されます。
　掘削方式による分類では、大中口径
管においては切羽の状態により解放型
と密閉型があり、開放型は「刃口式推
進工法」また密閉型には切羽の安定方
法、土砂の搬出方法により「泥水式推
進工法」「土圧式推進工法」「泥濃式推

進工法」に分類されます。
　小口径管推進工法は、掘削および排
土方式により「圧入式」「オーガ式」「泥
水式」「泥土圧式」に分類されます。
　その他推進工法には、鋼管をさや管
として用いて本管を敷設する「鋼製さ
や管推進工法」、取付管を本管に接続
する「取付管推進工法」や、老朽下水
道管きょなどを、破砕、除去ないしは
排除しつつ、ほぼ同位置に新設管を推
進敷設する「改築推進工法」があります。
　推進工法の分類を図−1に、また、
小口径管推進工法における分類を図−
2に示します。

Q3 大中口径管推進工法と小口
径管推進工法は、推進管の

内径が800mm以上とそれ未満とで区
分されるようですが、その理由、根拠
は何ですか？　また、掘進作業におい
て、両者での根本的な違いは何ですか？

A3 大中口径管推進工法と小
口径管推進工法が内径

800mm以上と800mm未満で区分さ
れた理由は、推進工事において、切羽
の土砂崩壊時に坑内の作業員が退避で
きず死亡した災害や、換気不足による
酸素欠乏により死亡した災害が発生し
ていたことから、このような災害を防止
することを目的として、800mm未満の

管内での有人作業を禁止したものです。
　1975年（昭和50年）4月7日付け
の厚生労働省（当時の労働省）局長通
達、基発第204号「下水道整備工事、
電気通信施設工事等における労働災害
防止について」の第4項「推進工事に
おける災害防止」および第6項「一酸
化炭素の有害物質による障害の防止」
によって、管内有人作業を伴う場合は
内径800mm以上とされました。
　そのため、小口径管の推進施工中に
作業員は管内に入ることができないた
め、先導体の操作は全て遠隔操作で行
われています。

Q4 ここでは大中口径管と一つ
に括ってありますが、何か

違いは無いのですか。そもそも、"大"
と"中"の区分はあるのですか？

A4（公社）日本推進技術協会では
大と中の区分はなく、呼び

径800〜3000を「大中口径管」と呼
んでいます。
　しかし、（公社）日本下水道協会が発
行している「下水道施設計画・設計指
針と解説第1節総論§60計画下水量
（5）」に「地域の実情に応じ、計画下水
量に対して施設に余裕を見込むことが
できる。」とされ、ここに分流式の汚水
管きょの例として「小口径管きょ（200

図−1　推進工法の分類 図−2　小口径管推進工法の分類


